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出雲市農業委員会（第１期）第２４回総会 議事録 

 

「農業委員会等に関する法律」第２７条第１項の規定に基づき会長が総会を招集。 

 

１．日時  令和元年（2019）６月２５日 午後１時３０分 ～午後３時３０分 

 

２．場所  出雲市役所本庁 ３階 庁議室 

 

３．出席委員（２１名） 

 大梶 泰男  竹内 辰雄  岡  正   落合 光啓  原 孝治  津戸 吉博 

 神田 伯   佐藤 始   小川 義和  久野 晴見  塩野 一男 持田 守夫   

河原 基   佐藤 さゆみ 若槻 博美  勝田 茂   高橋 忠男 板垣 房雄 

江角 隆雄 

 

４．欠席委員（３名） 

 恩村 光則  小村 伸治  勝部 隆司 

    

５．提出議題 

 〔１〕報 告 

  報第６９号 会長専決処分の報告 

報第７０号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第７１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報第７２号 農地法第５条の規定による農地等の許可の取消について 

〔２〕議 案 

 議第１６４号 令和元年度第４回出雲農業振興地域整備計画の変更について 

 議第１６５号 農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定について 

 議第１６６号 農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定について 

 議第１６７号 農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及び承認について 

 議第１６８号 農地法第５条の規定による農地等の許可申請決定及び承認について 

 議第１６９号 農地転用事業計画変更申請決定について 

 議第１７０号 非農地証明について 

 議第１７１号 農地法第３条第２項第５号による別段面積について 

        （農地法施行規則第１７条第２項）  

 会長あいさつ 

 

６．議事 

  秦会長が総会の開会を宣する。出席者が過半数を超え会議の成立を宣する。署名委員に議席

番号２番 大梶泰男委員と３番 竹内辰雄委員を指名する。 
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議  長  それでは、お手元の次第にしたがって進行いたします。 

報告事項、報第６９号会長専決処分の報告、報第７０号農地法第１８条第６

項の規定による通知について、報第７１号農地法第３条の３第１項の規定によ

る届出について、報第７２号農地法第５条の規定による農地等の許可の取消に

ついて、一括して報告します。 

初めに報第６９号会長専決処分について、報告いたします。 

まず、第２３回総会で承認いたしました案件で、島根県農業会議に意見を聴

く案件、農地法第４条１件及び農地法第５条５件については、６月１０日開催

の島根県農業会議第３９回常設審議委員会に諮問し、許可相当との答申をいた

だいております。農地法第４条１件及び農地法第５条５件を、常設審議委員会

当日の６月１０日付けで許可決定しております。 

次に、第２０回総会で承認いたしました案件の内、都市計画法に基づく開発

行為の許可は必要で、開発行為の許可と合わせて許可した案件、農地法第５条

１件を６月４日付けで許可決定しております。 

次に、後ほど事務局から報告していただきますが、農地法第５条の規定によ

る農地等の許可２件を、６月７日付けで許可の取消しをしております。 

以上、報告といたします。 

  続いて、報第７０号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務

局から報告をお願いします。 

 

林 主事  それでは、報第７０号について、説明します。報告資料の１ページから３ペ

ージをご覧ください。 

      農地の賃貸借の解約等は、原則的に県知事の許可が必要ですが、農地法第１

８条第１項第２号で、貸し手と借り手の合意による解約が、その農地の引渡し

の期限前の６ヶ月以内に成立した旨が書面において明らかな場合は契約終了の

手続きができます。 

      今月は受付番号２７番から４３番の１７件の通知がありました。耕作者変更

が１２件、農地法第３条申請のためが２件、貸人の都合が２件、借人の都合が

１件です。 

      農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後６ヶ月以内であることを書面で

確認しており、県知事の許可を要しないものと考えます。 

      以上、報告といたします。 

 

議  長  続きまして、報第７１号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、

事務局から報告をお願いします。 
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林 主事  それでは、報第７１号について、説明します。報告資料の４ページから１０

ページをご覧ください。 

農地法第３条の３では、相続や、時効取得など、農地法の許可を要しない権

利取得については、権利を取得した者は、農業委員会にその旨の届出をしなけ

ればならないこととなっています。 

この届出につきまして、先月の受付は、受付番号第３５番から５１番までの

１７件でした。取得事由は、受付番号４５番が遺贈によるもの、それ以外の１

６件が相続によるものです。 

また、受付番号２４番の届出人よりあっせん希望がありましたので、担当農

業委員さんに相談をしています。 

なお、本届出の受理通知は、届出書の到達があった日から４０日以内とされ

ています関係上、６月１０日付けで通知を出しています。 

以上報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第７２号農地法第５条の規定による農地等の許可の取消について、

事務局から報告をお願いします。 

       

林 主事   報第７２号について説明いたします。 

お手元の報告資料１１ページをご覧ください。 

農地法５条の許可の取消願が２件ありました。 

       受付番号１番は、平成３１年３月２８日付で許可した案件です。 

       受付番号２番は、平成３１年４月２５日付で許可した案件です。 

       受付番号１番、２番の取消願に係る許可を６月７日付で取消しております。 

       どちらも、当初計画では一般住宅建築のため転用申請したが、別の場所で

建てることになったため、転用許可を取消すものです。 

       受付番号１番は、現地は畑として管理されているため、取消し後はそのま

ま畑として管理されます。 

       受付番号２番は、用途地域内であることから、宅地として売却を検討され、

売却までは、現状のまま維持管理されます。 

説明は以上です。 

 

議  長   報告事項について、一括して報告をいたしましたが、ご質問はございませ

んか。 
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議  長   質問は無いものと認めます。 

それではこれより議案の審議を行います。 

議第１６４号令和元年度第４回出雲農業振興地域整備計画の変更について、

を議題といたします。 

農業振興課金山主任から内容について、説明をお願いします。 

 

金山主任   農業振興課の金山でございます。本日もよろしくお願いいたします。 

そういたしますと、議第１６４号令和元年度出雲農業振興地域整備計画の

変更についてご説明させていただきます。 

まず、ご説明の前に事前にお配りしております資料の確認をお願いいたし

ます。 

出雲農業振興地域整備計画変更理由書（案）、変更土地調書、位置図・計画

平面図が皆様お手元に届いておりますでしょうか。 

それでは、時間の都合もありますので、ポイントとなる部分を中心にご説

明申しあげます。 

まず、出雲農業振興地域整備計画変更理由書（案）をご覧ください。 

       １ページ目に記載してありますが、今回の変更につきましては全体では 

１０４件、８８８ａを農用地区域から除外し、１３件、２０６ａを編入する

計画です。 

       前回は１０５件、７７９ａが農用地区域から除外されました。 

       次に２ページ目をご覧ください。第２ 変更計画の概要ですが、これは除

外する土地の目的を記載しております。変更理由のところの、上から、工場

事務所用地１２４ａ、一般住宅用地４４２ａ、農家住宅用地７１ａ、その他

墓地、境内地等２５０ａとなっています。 

       ３ページ上段（２）は、農用地区域に含める土地の内訳についてご説明さ

せていただきます。 

       いわゆる編入する土地ですが、今回の編入予定は国営緊急農地再編整備事

業を実施するために旧平田市の園町で国道４３１号線沿線、西代町の旅伏駅

周辺で市道国富３号線と市道口宇賀西代本線から５０ｍの範囲で白地になっ

ている場所の農地を編入するものが１３件、２０６ａとなっています。 

       パワーポイントで映している所が西代地区になりまして、国道４３１号線

に対して５０ｍの幅で白地になっている所を編入する箇所となっております。 

       もう一ヶ所につきましては、旅伏駅と市道の間で白地に抜けている所があ

りましたので、こちらにつきましても国営の土地改良の関係で黄色く着色し

てあり赤くなっている内側の部分が編入する箇所になっております。 

全て合わせますと２０６ａとなっております。 
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次に下段（３）は用途区分の変更でございますが、今回変更はございませ

ん。 

４ページ上段（４）は、農用地利用計画変更総括表です。一番左の欄をご

覧ください。変更前において農振農用地の農地面積は８６７，９２５ａあり

ました。除外する面積と編入する面積が変更になる面積です。 

      その隣、右側の欄に将来という欄が設けてあります。これは農振農用地の将

来における目標面積となります。将来というのは、計画策定から１０年後をさ

しています。この将来目標面積が８６４，９１２ａを目標としています。将来

目標が減っておりますが、これは新規に森林・原野等を農地として開発し農地

を増やすといった予定がない中で、出雲市においては除外転用の圧力が高いわ

けですが、それでも１年間で１０ｈａの農振農用地からの転用にとどめようと

いう考えから目標を設定しています。 

      この年間１０ｈａという数値は、ここ数年の除外実績を元に、平成２５年３

月に総合見直しをした出雲農業振興地域整備計画において目標数値として定め

たものです。 

      この表の下、２ 農業生産基盤の整備開発計画以下のところは、今回変更は

ありません。 

      別表として、変更土地調書がつけられておりますが、これは変更する土地一

覧となっております。 

      これは農用地区域の変更申出書に記載された内容を整理したものです。予定

しております８月の公告縦覧の時には土地所有者と事業計画者の住所や名前は

載せない内容になっておりますので、取り扱いについてはご注意いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

      以上で、変更理由書の説明を終わらせていただきまして、次に個別の案件に

ついて主なものをご説明させていただきます。 

      次は、プロジェクターを使って説明させていただきます。 

     平成３１年２月の受付けしたものにつきまして、航空写真と現場写真が写し出

されます。 

      出－Ａ２－６の案件についてご説明いたします。 

      平野町の事業所が資材置場と駐車場を南側に拡張する計画です。 

   出－Ａ２－７の案件ですが、平野町で市内の事業者が１，９６２㎡の田をア

パート用地として利用するものです。申出地の東側の田につきましては、８月

申請で宅地の建売分譲地予定として農地法の許可も得ておられまして、宅地に

囲まれた中でこちらがアパート用地ということで今回申請がなされました。周

辺の農地への影響はないものと考えております。 

   出－Ａ２－９です。こちらは矢野町で、１，１７０㎡の田及び畑を資材置場 



6 

 

及び倉庫用地として利用するものです。事業計画者は平成１５年に国道４３１

号線の右折レーンが整備されるときに、元々あった倉庫を曳家で申出地の現在

の場所に移したものです。代替性について、申出者は事業用地の近くに住居を

構えており他に代替えとなる土地はなく、申出地は交通量の多い国道で分断さ

れ、集団的な利用がなされている場所でなく、周辺農地の営農にも支障はあり

ません。 

   出－Ａ３－１０です。荻杼町で５，３８１㎡の田と畑を建売分譲するもので 

す。申出者は、市内建築事業者で、１７戸を建売分譲する計画をしています。

生活排水は合併処理浄化槽で処理する計画です。市道川跡２１４号線、市道川

跡２１０号線は６ｍに拡幅予定です。申請地は一畑電車の武志駅から２３５ｍ

の近い場所に位置します。申出地は周辺が一畑電車の線路や宅地に囲まれてお

り、南北道路を６ｍに拡幅する計画です。この先は一畑電車が通っており、車

が通れないほど狭くなっており、こちらの北側を建売分譲として整備されるこ

とになり、真ん中には排水路が通っております。資料を見ますと、既存の個人

住宅を取り囲むように建物を建築していき、道路につきましても南北の道路と

東西の道路を拡幅する計画です。集団性に支障はなく、また、周辺農地の営農

に支障はありません。 

   出－Ｂ１－１５です。高岡町で、市内業者が２，００２㎡の田を建売分譲す 

るものです。申出地の南側の農地は平成３１年３月にアパート用地として除外 

がされています。申出者は、近年開発が進み、住宅建築需要の大きい高岡町で 

建売分譲を計画しています。申出者は６戸を建売分譲する計画です。生活排水 

は合併処理浄化槽で処理します。農地の集団性に支障はなく、周囲に農地は残 

らず、周辺農地の営農にも支障はありません。 

   出－Ｂ１－２３です。白枝町で、市内の業者が１，６８７㎡の田をアパート 

用地として利用するものです。申出地の北側は宅地で、南側は申出者が畑地と

して利用しており周辺の農地への影響はありません。 

出－Ｂ１－２４です。天神町で、鳥取市の事業者が隣接でスーパーマーケッ

トの店舗の開店を計画しており、その計画に関係する倉庫及び従業員用駐車場

として、１，０２０㎡の田を利用するものです。申出地の周囲は宅地で周辺の

農地への影響はありません。 

出－Ｂ１－２５です。天神町で、市内の事業者が２，０２８㎡の田をアパー  

ト用地として利用するものです。申出地の周囲は宅地化が進んでおり、西側は

田として利用されていますが周辺農地への影響はありません。 

   出－Ｂ１－２７です。浜町で、市内業者が２，９５３㎡の畑を建売分譲する

ものです。申請者は１１戸を建売分譲する計画です。生活排水は合併処理浄化

槽で処理します。航空写真の通り、申出地の周辺はぶどうがハウス栽培されて
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いる場所で、農地の集団性に支障はなく、周辺農地の営農に支障はありません。 

   出－Ｂ１－２９です。浜町で、市内業者が１，２６９㎡の畑をアパート用地

として利用するものです。申出地の周辺は宅地が多く、申出地は畑地として利

用されていますが、周辺の農地への影響はありません。 

出－Ｂ１－３１です。矢野町で、市内の事業者が１，６４０㎡の田をアパー

ト用地として利用するものです。申出地の周辺は宅地が多く、申出地の南側は

田として利用されていますが、周辺の農地への影響はありません。 

   出－Ｃ３－４６です。神西沖町で、市内の事業者が１，３２１㎡の畑をアパ

ート用地として利用するものです。申出地の周辺は下水道が整備されており、

アパート等の宅地として将来が見込まれる場所になっております。現在は、西

側と北側に畑が点々とあり、南側から北側に向かうと大きな畑があるような状

況です。こちら側にはさざなみ学園がありますし、こちら側は大きな工場に囲

まれていますが、集団的な利用がされておらず、営農に対する影響はないもの

と考えております。 

出－Ｃ３－４７です。先程のＣ３－４６の近くの場所になりますが、神西沖

町にあります工場及び従業員の駐車場を拡幅予定で、今回申請がありました。

申出地は２，６９６㎡の道路に囲まれた畑です。周囲は畑として利用されてい

ますが、集団的な利用がされておらず営農に対する影響はないものと考えてお

ります。 

   出－Ｃ３－５１です。申出者は神西町における事業拠点の他に斐川町でも老

人ホーム事業を行っておられましたが、斐川の施設が土砂災害の際、土石流の

特別警戒区域内に入ったため、移転先として社会福祉法人が現在営んでいる場

所の近くに斐川から移転し、老人ホームを営む計画です。建物の他に駐車場を

確保し、申請地は９，０８６㎡です。周囲につきましても、大きな道路と宅地

に囲まれております。申出地は田として利用されていますが、営農に対する影

響はありません。 

平－Ｃ３－６５です。申出者は国富町の業者で、現在、事務所兼資材置場を

設けています。今回、資材置場について地主の都合で地主側より期限を切って

の立退き要求であり、緊急性を要すると判断しました。申出地のほか代替地は

ないと考えられます。 

平－Ｃ３－６６です。申出地は旅伏駅から約３００ｍ以内にある３種農地で

す。農地の半分は白地となっています。土地改良済みであり十分広がりがある

場所ではありますが、駅からの距離が３００ｍということと、白地が含まれて

いることから判断しました。申出内容としましては、現在、出雲市大社町で２

７０kw、大田市で５００kw の太陽光発電事業を運営されており、申出地で６３

０kw の発電所を計画しておられます。先ほど申しあげました通り、申出地の一
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部が農振地域の白地になっており、計画全体では４，８１７㎡必要ですが、農

用地の除外が必要な面積は内３，２８０㎡となっています。現状としましては

南側と北側の２面が宅地に面するため、農地の集団化に対する影響は少ないと

考えます。 

多－Ａ１－７５です。申出者は市内業者であり、風力発電建設の計画になっ

ております。申請地はこちらの道を下って行きますと９号線、こちらへ進みま

すと海沿いの農道になり周囲は山に囲まれた状況です。現在、申出地に５基の

風力発電を計画しています。周囲は原野であり、農地の集団化に対する影響は

ないと考えます。 

以上が出雲地区内の案件でした。 

 

藤山主任  斐川農業事務所の藤山です。斐川地区分の説明案件を説明します。 

      斐―Ａ２－５です。斐川町上庄原のトライアルの東南、県道斐川上島線沿い

の美容室の北側で、７筆の田と４筆の畑の計４，９６７㎡の農用地を市内宅建

業者により建売分譲の計画です。３，０００㎡を超えますので、開発協議が伴

う案件となり、１６棟の住宅建築を計画されています。代替性については、用

途区域内で検討されましたが、検討された土地が宅地開発をするのに適地でな

かったり、土地所有者の承諾が得られなかったとのことです。申出地の東側は

県道、北側と西側は市道、南側は駐車場敷地に囲まれた農地であり、周囲の営

農に支障はないと思われ、代替性はないと認められます。 

 斐―Ａ２－６です。斐川町直江で１，２９３㎡の田を市内医療機関により駐 

車場用地とするものです。今まで敷地の北側入り口付近で利用していた来客用 

の約２０台分の駐車場の土地に、この春から稼働している介護に係る看護小規 

模多機能事務所を建築されたため、外部委託者及び職員用駐車場１８台分と合 

せて３８台分の駐車場が必要となりました。代替性については、施設利用者も 

利用することから、事業所に隣接した農地で計画されており、他に代替性はな 

いと認められます。 

 斐―Ａ３－９です。斐川町富村で田と畑２，７２５㎡の農用地を市内業者に 

より貸集合住宅用地とするものです。規模は１棟の３階建て、計２１部屋とな 

ります。代替性については、他の非農地も検討されましたが、適地は見つから

ず、申出者は今回の申出地の近隣及び隣接地において貸集合住宅を経営してお

り、一括して維持管理ができるとのことです。申請地は農地の集団化に支障が

無いためやむなく選定されており、代替性はないと認められます。 

 斐―Ａ３－１４です。斐川町併川で１，９３０㎡の田を付近にある神社の代 

表役員の方が当神社の参拝者用の駐車場及び神社周辺の環境保全のための多目 

的広場用地とするものです。現在神社の南側にある広場は市の土地であり、使 
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用にあたっては正式な契約に基づくものではないため、早急に駐車場を確保す 

る必要がありました。規模は一般参拝者２４台分、観光用大型バス４台分で、 

一部は植樹を行われます。代替性については、神社から１００ｍ以内の周辺土 

地を探されましたが、一定面積が確保できる土地が見つからなかったため、最 

も営農に支障がない当該地を選定しており、代替性はないと認められます。 

 今回、１件、農用地区域からの除外の申出に対し、農業振興地域整備計画の 

変更に含めないことになった案件があります。 

 この案件は、平成３０年４月に農地法第３条許可により取得された農地にお 

いて、２世帯の農家住宅の建築用地として申出されました。 

 申出地は、平成３０年４月経営規模拡大を目的に取得され、同年６月に申出 

地９１２㎡の内２６９㎡で農業用倉庫兼作業場及び保冷倉庫置場を建築されて

います。取得後まもなく申出された理由ですが、当初は斐川町沖洲にあるほ場

において、両親と３人体制で行っておられましたが、その後連作障害と水不足

等の課題に直面されました。その中で斐川町併川に輪作させてもらえるほ場が

見つかり、平成２９年に併川に一部ほ場を移され、翌年には全面的にほ場を併

川に移されました。 

しかし、夏以降農作業とほ場への移動時間（往復４５分、１日２往復）等の

問題によって営農規模を維持していくことが難しくなったこと、また倉庫兼作

業場の防犯やほ場の監視においても申出地に居宅を建築する必要があるとのこ

とでした。 

 これらのことを踏まえ、農業振興課及び農業委員会事務局との協議の結果、 

農地として取得されて間もないこと。現在の計画において申出面積の必要性と 

代替性について整理がついていないところがあるため、この案件については「農 

地転用が見込まれない土地」であり、農振法第１３条２第１項により「当該変 

更に係る土地を農業振興地以外の用途に供することが必要かつ適当」と認めら 

れないと判断し、この案件を今回の農業振興地域整備計画の変更に含めないこ 

とにしました。 

      以上で主要案件の説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

議  長   そういたしますと、議第１６４号農用地区域からの除外が８８８ａ、編入

が２０６ａ、主要案件につきましては農業振興課の担当から説明がありまし

た。 

       先ほどの説明案件、あるいはそれ以外でも結構ですが、ご質問があればお

願いいたします。 
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議  長    各委員さんは、地区の除外について予め内容をお聞きかと思いますが      

地域外でも結構ですので、何かあればご質問をお願いします。 

 

大梶委員    農地の集団化というのは面積的にはどれくらいの大きさから集団化とい

うのですか。 

 

金山主任    出雲市の計画では１０ｈａを超える農地については、規模の大きな農地

であり、その中の農振除外については特に慎重に見ていきたいと思ってお

ります。 

 

議  長    他に、ご質問、ご意見はありませんか。 

        質問、意見は無いものと認めます。 

 

議  長    それでは、議第１６４号令和元年度第４回出雲農業振興地域整備計画の

変更について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長    挙手全員と認めます。 

        よって議第１６４号を承認いたします。 

 

議  長    続きまして、議第１６５号農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集

積計画の決定について、を議題といたします。 

        農業振興課の佐藤係長から内容について、説明をお願いします。 

 

佐藤係長    それでは、議第１６５号農業経営基盤強化促進法に係る事業計画の決定

について説明します。 

        農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、市は、農業委員

会において「農用地利用集積計画」を決定していただくこととなっており

ますので、本案件の適否について、今総会での判断をお願いいたします。 

        それでは、６月２８日公告予定の集積計画の概要を説明いたします。お

手元の農用地利用集積計画の２ページをご覧ください。  

        まず、賃借権の設定です。２ページの左上の表の、合計①の欄をご覧く

ださい。設定合計は、６１筆、８６，８４８．００㎡、うち新規の設定が

８筆、１０，６２８．００㎡、再設定が５３筆、７６，２２０．００㎡で

す。この内訳ですが、相対分が、２ぺージの右上の表の合計①欄で、２３

筆、２５，０６２㎡です。円滑化事業分は、３ページの左上の表の合計①

欄、２９筆、５０，４６３㎡で、中間管理事業分が、３ページの右上の表



11 

 

の合計①欄、９筆、１１，３２３㎡となっています。 

続いて、使用貸借権の設定です。２ページ左下の表の、合計②の欄をご

覧ください。設定合計は、９５筆、１０５，９９１．００㎡、うち新規の

設定が、５０筆、５８，７６８．００㎡、再設定が４５筆、４７，２２３．

００㎡です。この内訳は、相対分が２ページ右下の表の合計②欄、２３筆、    

２９，７９７㎡、円滑化事業分が３ページ左下の表の合計②欄、３筆、    

２，９４２㎡、中間管理事業分が３ページ右下の表の合計②欄、６９筆、   

７３，２５２㎡となっています。 

今月のすべての利用権設定の合計は、２ページの一番左下の、計①＋② 

の欄をご覧ください。１５６筆、１９２，８３９．００㎡です。 

   その他、詳細な設定内容は、４ページ以降の各筆明細でご確認ください。 

以上、今月の申請の案件は、出雲市における基本構想に適合するととも

に、権利者・利用権の設定をうけた者が経営農地の全てを効率的に利用し、

必要な農作業に常時従事するものとして作成したものです。 

また、前回、５月２７日の総会で決定いただきました農地中間管理事業

の集積計画につきまして、お配りしております「農地中間管理事業による

農用地利用配分計画（案）」として公益財団法人しまね農業振興公社に提出

いたしますのでご確認ください。 

   説明は以上です。 

 

議  長    只今、議第１６５号について説明がありましたが、関与委員が２名おら

れます。１４番持田守夫委員の関与案件と１７番河原基委員の関与案件で

す。 

        農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、１４番持田守夫委員

の５ページから６ページの１１００－２８番から１１００－３０番の関与

案件３件を先議案件といたします。 

 

議  長    本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長    質問、意見は無いものと認めます。 

そういたしますと、議第１６５号のうち、１４番持田守夫委員の関与案

件３件の先議案件について承認される方の挙手を求めます。 

  

議  長    挙手全員と認めます。 

        よって、１４番持田守夫委員の関与案件３件の先議案件を承認します。 

        ここで、持田委員の除斥を解除いたします。 



12 

 

 

議  長    続いて、議第１６５号のうち１７番河原 基委員の関与案件１０ページ

の１３００－１０６番から１３００－１０８番までの３件を先議案件とし

ます。 

        農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、１７番河原基委員が

除斥となります。 

 

議  長    本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長    質問、意見は無いものと認めます。 

そういたしますと、議第１６５号のうち、１７番河原基委員の関与案件

３件の先議案件について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長    挙手全員と認めます。 

        よって、１７番河原基委員の関与案件３件の先議案件を承認します。 

        ここで、河原委員の関与案件３件の先議案件を承認し、除斥を解除いた

します。 

       

議  長    続きまして、議第１６５号のうち、先ほどの先議案件６件を除く全ての

案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長    質問、意見は無いものと認めます。 

        そういたしますと、議第１６５号のうち、先議案件６件を除く全ての案

件について承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長    挙手全員と認めます。 

        よって、議第１６５号のうち、先議案件６件を除く全ての案件について

承認します。 

 

議  長    次に、議第１６６号農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定に

ついて、を議題といたします。 

        事務局から内容の説明をお願いいたします。 

 

林 主事    それでは、議第１６６号農地法第３条の規定による申請について説明し

ます。 

        ここからは事前にお配りしております、第２４回総会議案を用いてご説
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明させていただきますのでご用意のほど、よろしくお願いいたします。 

議案の１ページの左側の欄をご覧ください。今月は所有権移転の申請が

１０件ありました。個別の事案について説明いたしますので、議案の２ペ

ージから３ページをご覧ください。 

        受付番号２０番です。譲渡人は県外在住による耕作不便であるため、経

営規模の拡大を望む受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人とそ

の世帯人が田として耕作される計画です。 

      受付番号２１番です。譲渡人は高齢による労力不足のため、経営規模の

拡大を望む受人に譲渡するものです。所有権移転は、受人とその世帯員が

田として耕作される計画です。 

        受付番号２２番です。譲渡人は耕作不便のため、経営規模の拡大を望む

受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人とその世帯員が自己所有

地と一体的に畑として野菜等を栽培される計画です。 

        受付番号２３番です。こちらは、譲渡人と譲受人が別世帯に住む親子間

の贈与です。所有権移転後は、受人とその世帯員が田や畑として耕作され

る計画です。 

        受付番号２４番と２５番は関連があるため併せて説明します。どちらの

譲渡人も労力不足であるため、従前より申請地を耕作しており経営規模の

拡大を望む受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人が引き続き畑

としてハウス野菜を栽培される計画となっております。 

        受付番号２６番です。譲渡人は県外在住により耕作不便であるため、親

族であり近隣に居住する受人へ譲渡するものです。所有権移転後は、受人

が田として耕作される計画です。 

        受付番号２７番です。譲渡人は農業経営を縮小するため、経営規模の拡

大を望む受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人及びその世帯員

が畑として野菜等を栽培する計画です。 

        受付番号２８番です。譲渡人は高齢による労力不足のため、経営規模の

拡大を望む受人に贈与するものです。所有権移転後は、受人及び世帯員が

田として耕作される計画です。 

        受付番号２９番です。譲渡人は遠隔地に転居し耕作不便であるため、経

営規模の拡大を望む受人に贈与するものです。所有権移転後は、受人とそ

の世帯員が田や畑として耕作される計画です。 

        以上、受付番号２０番から２９番については、４ページから５ページの

調査書に記載してありますとおり、農地法第３条第２項各号にございます、

不許可の該当条項には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考え

ます。 
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        説明は以上です。 

 

議  長    先ほど、議第１６６号について説明がありましたが、ご質問、ご意見は

ございませんか。 

 

議  長    それでは、質問、意見は無いものと認めます。 

        議第１６６号農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定について、

承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長    挙手全員と認めます。 

        よって、議第１６６号を承認いたします。 

 

議  長    次に、議第１６７号農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及

び承認について、を議題といたします。 

        事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

松崎主任    それでは、議第１６７号の４条申請についてご説明いたします。 

       議案書は６ページ、参考資料は１ページから１０ページです。 

        今月は５件の申請がありましたが、説明基準に該当する案件はありませ

んでした。尚、７月開催予定の第４０回常設審議委員会に諮問する案件は、

欄外左に丸印を付けております。今月からは２件を諮問する予定です。 

また、説明案件基準には該当しない事後案件が３件ございましたので、

簡単に説明いたします。受付番号１７番の案件は、昭和５５年頃から墓地

として利用してきたものです。受付番号１８番の案件は、平成５年頃から

進入路の用地として利用してきたものです。受付番号２１番の案件は、平

成３０年から自家用駐車場の一部として利用してきたものです。いずれも

申請が事後になりましたが、悪意はないものと判断しています。転用許可

基準は満たしており、事業者には始末書の提出を求めて、今後は農地法に

違反することのないよう指導しております。 

その他の案件につきましては、議案書の一覧でご確認いただきますよう

お願いいたします。今回申請のありました５案件につきましては、農地法

第４条第６項の規定による不許可の要件には該当しないものと認められま

す。 

以上で説明を終わります。 

 

議  長    ご質問、ご意見はございませんか。 
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議  長    質問、意見は無いものと認めます。 

        それでは、議第１６７号農地法第４条の規定による農地等の許可申請決

定及び承認について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長    挙手全員と認めます。 

        よって、議題１６７号の全案件を許可相当とし、許可決定及び承認いた

します。 

 

議  長    次に、議第１６８号農地法第５条の規定による農地等の許可申請決定及

び承認について、及び関連がございますので、議第１６９号農地転用事業

計画変更申請決定について、を議題といたします。 

        事務局から内容について説明をお願いします。 

 

西村主事    それでは、議第１６８号の５条申請についてご説明いたします。 

        議案書は７ページから１１ページ、説明資料は１ページから６ページ、

参考資料は１１ページから４６ページが該当箇所となります。 

        今月の５条申請の内訳は、所有権移転が１７件、賃貸借権の設定が２件、

使用貸借権の設定が１件で合計２０件提出されております。今月の申請案

件は２件ございます。尚、７月開催予定の第４０回常設審議会に諮問する

案件は、欄外左に丸印を付けております。今月からは１件を諮問する予定

です。 

それでは、個別の案件について説明します。議案書９ページの受付番号

６１番についてご説明いたします。説明資料の、１ページから３ページを

ご覧ください。転用場所は、出雲市役所斐川行政センターの南、約１００

ｍの位置にある田、１筆です。詳細な位置につきましては、付近案内図で

ご確認ください。転用目的は『宅地分譲』です。転用面積は２，０２６㎡

で、すべて田です。権利の種類は、所有権の移転です。申請地の農地区分

は、第３種農地です。転用にあたっての許可該当条項は、農地法施行規則

第４４条第３号に規定する『用途地域』に該当します。 

事業計画についてご説明いたします。事業者は、市内で建築業及び不動

産業を営んでいる法人です。この度、第１種住居地域内の申請地を取得し、

宅地分譲地７区画を造成する計画です。資金計画につきましては、所要資

金額４千６百万円で、これに対する資金調達は、全額自己資金で賄う計画

です。計画者の預金残高証明書を確認しています。 

        続いて、議案書９ページの受付番号６２番についてご説明いたします。 
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        説明資料の４ページから６ページをご覧ください。転用場所については、

グッディー斐川店から南に２００Ｍにある畑３筆です。転用目的は『建売

分譲』です。転用面積は２，０７８㎡で、すべて畑です。権利の種類は、

所有権の移転です。申請地の農地区分は、第２種農地です。転用にあたっ

ての許可該当条項は、農地法第５条第２項第２号の『非改良』に該当しま

す。 

        事業計画についてご説明します。事業者は、市内で不動産業を営んでい

る法人です。この度、田園居住地区域内の申請地を取得し、居宅８棟を建

築する計画です。資金計画につきましては、所要資金額１億６，７５７万

円で、これに対する資金調達は、７５７万円を自己資金で１億６千万円を

借入で賄う計画で、計画者の預金通帳及び金融機関発行の融資証明を確認

しています。 

        続いて、議第１６９号の農地転用事業計画変更申請承認についてご説明

いたします。議案書は１２ページ、参考資料は２１ページから４６ページ

になります。今月の申請は、所有権の移転を伴う変更が３件提出されてお

ります。事業計画変更については、今月分の説明案件はありません。事業

の概要につきましては、議案に記載しておりますのでご確認ください。 

        説明案件は以上ですが、今月は事後追認の案件が３件ありました。追認

案件につきましては議案にその旨表記しておりますので、ご確認ください。

いずれも申請が事後になりましたが、悪意はないものと判断しています。

転用許可基準は満たしており、事業者には始末書の提出を求めて、今後は

農地法に違反することのないよう指導しております。 

        これで説明を終わりますが、その他の案件につきましては、議案書の一

覧でご確認いただきますようお願いいたします。 

        今月申請のありました５条申請２０件につきましては、いずれも農地法

第５条第２項に規定する不許可の要件には該当しないものと認められます。

説明は以上です。 

 

議  長    議第１６８号、１６９号につきまして、ご質問、ご意見はございません

か。 

 

岡 委 員議   第１６８号５２、５３、議第１６９号１３９は同じものですが、同時に

変更がありましたでしょうか。 

 

西村主事    両方共、用途地域内になりますので同じタイミングなのかということは

分かりませんが、申請につきましては事業計画変更、転用と同月で申請を
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提出しておられます。 

 

議  長    先ほどの説明でお分かりいただけましたでしょうか。 

        他に、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長    ご質問、ご意見は無いものと認めます。 

それでは、議第１６８号農地法第５条の規定による農地等の許可申請決

定及び承認について、及び議第１６９号農地転用事業計画変更申請決定に

ついて、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長    挙手全員と認めます。 

        よって、議第１６８号の全案件を許可相当とし、許可決定及び承認いた

します。 

        また、議第１６９号を決定いたします。 

 

議  長    次に、議第１７０号非農地証明について、を議題といたします。 

        事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

西村主事    それでは議第１７０号、非農地証明の申請について説明します。 

        議案書の１３ページ及び説明資料７ページから８ページをご覧ください。 

        今月は１件の申請がありました。 

        申請地については、議案１３ページに載せております。また説明資料の

７ページに位置図及び付近案内図を載せております。申請地につきまして

は、平田の布崎駅から南へ２００ｍくらい入った場所になりますが、申請

地には現在農作業小屋が建てられており、資産税課で管理する家屋台帳に

は、明治２０年建築と記載されております。詳細については、説明資料８

ページの現況写真をご確認ください。また、国土地理院地図航空サービス

にて昭和２２年１０月３日付けの航空写真を確認しましたところ、現在と

同じ場所に同様の建物が建っていることが確認されました。 

        現地確認は、６月３日に落合農業委員、角推進委員、長﨑推進委員、事

務局職員で行っています。現地にて建物を確認しましたが、屋根の葺き替

え等の改修が行われているものの、基礎部分については当時のままであり、

増築等も認められませんでした。 

        よって本案件は、非農地証明基準の『農地法が施行された日（昭和２７

年１０月２１日）以前に非農地であった土地』に該当し、農地法第２条に

規定する農地以外のものであるとして非農地証明の対象となるものと考え
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ます。 

        説明は以上です。 

 

議  長    先ほど、議第１７０号非農地証明について説明がありましたが、何かご

質問はございますでしょうか。 

 

津戸委員    明治時代に建築されたということでしたが、どうして今頃判明したので

しょうか。 

 

西村主事    所有者が、なぜ今、気づかれたという理解でよろしいでしょうか。 

        その理解で申し上げますと、なぜ今か、というのは分かりませんが、農

地法施行前には建物を建築しても法の制限は無かったものですから、なぜ

建物を建てられたのか分かりません。 

        ただ、明治時代に建築された建物は、この申請者に限ったことでは思い

ますが、なぜ、今、判明したのかと言いますと、今回の申請者は県外在住

の方であり、不動産の整理をされていた時に農地の上に建物が建っており、

その建築が農地法施行前なので気に掛かり、きちんと整理したいと思われ

たタイミングが今になったと聞いております。 

 

津戸委員    分かりました。 

 

議  長    他に、ご意見、ご質問はございませんか。 

 

落合委員    先ほどの件ですが、事務局の方から説明があった通りだと思いますが、

この度、家屋、農地を新たに購入されたということで、発覚したのではな

いのかと理解しております。 

 

議  長    ご意見、ご質問はございませんか。 

        ご意見、ご質問は無いようですので、議第１７０号非農地証明について、

承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長    挙手全員と認めます。 

        よって議第１７０号を承認いたします。 

 

議  長    次に、議第１７１号農地法第３条第２項第５号による、農地法施行規則

第１７条第２項の別段面積について、を議題といたします。 
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        事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

林 主事    それでは、議第１７１号農地法第３条第２項第５号による別段面積につ

いて、説明させていただきます。ここからは、事前にお配りしております

議第１７１号別冊議案を用いてご説明させていただきますので、皆さまご

用意のほどよろしくお願いいたします。 

        議案の２ページ以降をお開きください。 

        出雲市農業委員会では特定の農地については、別段面積の適用について

審議し、１筆ごとに下限面積を設定できるようになりました。このことに

ついて、３ページ及び５ページから１０ページの一覧にありますように、

２６件３６筆の土地について、土地所有者の方から別段面積の適用を希望

する申出がありました。この申出地につきましては、本日までのところで

該当地区の農業委員、推進委員及び隣接地区の農業委員と事務局職員で実

際に現地の状況を確認しております。 

        それでは、個別の事案について説明いたします。位置図・現地確認時の

写真については資料１１ページ以降をご覧ください。 

        まず、１番は浜町の土地です。こちらは、道路買収に伴い農地が狭小と

なったことから、隣接農地の所有者より取得希望がありました。こちらに

ついては、６月７日に高松地区の神田農業委員及び高松地区の推進委員５

名、及び隣接地区の小川農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。

取得後は野菜を栽培され、お持ちの土地と一体的に活用される予定です。 

        ２番は里方町の土地２筆です。こちらは現在の所有者の方は労力不足の

ため、東側の隣接宅地居住者の方から取得希望が出ている土地です。こち

らについては、５月２８日に高浜地区の若槻農業委員、倉橋農業委員及び

隣接地区の勝田農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後は、

野菜を栽培される計画です。 

        ３番は上島町の土地です。こちらは、現在の所有者が労力不足のため、

東側に隣接している農地の所有者より取得希望が出ている土地です。こち

らについては、６月６日に、上津地区の遊木農業委員、嘉本推進委員及び

隣接地区の塩野農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。１６ペー

ジの写真をご確認くださいますとよりお分かりいただけますが、現地は草

木が生い茂っている状態ですが、取得後は繁茂している雑草・雑木の伐採

をすみやかに行い、隣接農地と一体的に果樹や野菜等を栽培される計画で

す。 

        ４番は下古志町の土地です。現在の所有者は県外在住により耕作不便で

あることから、親類であり近隣に居住している方から取得希望がでている
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土地です。 

        こちらについては、６月４日に神門地区の原農業委員、飯塚推進委員及

び隣接地区の小村農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後

は野菜等を栽培される計画です。 

        ５番は知井宮町の土地です。現在の所有者は遠隔地に居住し耕作不便で

あることから、隣接宅地の空家を取得された方から取得希望が出ている土

地です。 

        こちらについては、６月４日に神門地区の原農業委員、飯塚推進委員及

び隣接地区の小村農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後

は野菜の栽培を計画されています。 

        ６番は知井宮町の土地です。現在の所有者は労力不足であるため、申出

地隣接の宅地に居住し、該当地を以前より耕作をしている方から取得希望

が出ている土地です。こちらについては、６月４日に神門地区の原農業委

員、飯塚推進委員及び隣接地区の小村農業委員と事務局職員で現地確認を

行いました。取得後も現在と同じように季節野菜を栽培される計画です。 

        ７番は知井宮町の土地です。所有者は労力不足であるため、申出地隣接

に宅地を建築予定であり、将来新規就農予定の方から取得希望が出ている

土地です。 

        こちらについては、６月４日に神門地区の原農業委員、飯塚推進委員及

び隣接地区の小村農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後

は、季節野菜を栽培される計画です。 

        ８番は西神西町の土地です。所有者は県外在住により耕作ができないた

め、近隣に居住しており、以前より所有者に代わり管理している方から取

得希望が出ている土地です。こちらについては、６月４日に神西地区の小

村農業委員、森推進委員及び隣接地区の原農業委員と事務局職員で現地確

認を行いました。 

        取得後はこれまでと同様に野菜等を栽培予定です。 

        ９番は荒茅町の土地です。所有者は遠隔地在住のため、申出地隣接宅地

に居住する方から取得希望が出ている土地です。こちらについては、６月

４日に長浜地区の小川農業委員、長浜地区の推進委員３名及び隣接地区の

神田農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後は野菜等を栽

培予定です。 

        １０番は西園町の土地です。所有者は県外在住のため、申出地隣接宅地

の購入者より取得希望が出ている土地です。こちらについては、６月４日

に長浜地区の小川農業委員、長浜地区の推進委員４名及び隣接地区の神田

農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後は野菜等を栽培予
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定とのことです。 

        次の１１番からは平田地区になります。灘分町の土地で、所有者は県外

在住のため、申出地隣接宅地に居住しており、以前より所有者に代わり管

理・耕作している方から取得希望が出ている土地です。こちらについては、

５月３１日に灘分地区の佐藤農業委員、西尾推進委員及び隣接地区の岡農

業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後も従前と同じように

野菜を栽培される予定です。 

        １２番は園町の土地です。所有者は県外在住であるため、近隣にある空

家の購入者から取得希望が出ている土地です。こちらについては、先ほど

の非農地証明が出た場所のすぐ隣の農地です。１筆の大きな農地でしたが、

今回申請に伴い宅地部分や駐車場として利用している部分等を切り離し、

農地として取得希望をされます。この農地につきましては、６月３日に東

地区の落合農業委員、角推進委員及び隣接地区の佐藤農業委員と事務局職

員で現地確認を行いました。取得後は畑として季節野菜を栽培する予定で

す。 

        １３番は多伎町久村の土地です。所有者は県外在住により耕作不便であ

ることから、隣接宅地に転居予定の方から取得希望が出ている土地です。

こちらについては、６月１２日に多伎町の持田農業委員、久村地区の石飛

準推進委員及び隣接地区の秦農業委員と事務局職員で現地確認を行いまし

た。取得後は野菜等を栽培予定とのことです。 

        １４番は湖陵町三部の土地です。所有者は県外在住により耕作不便であ

るため、隣接宅地居住者より取得希望が出ている土地です。こちらについ

ては、６月７日に湖陵町の秦農業委員、大野推進委員、岸推進委員及び隣

接地区の板垣農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後は果

樹等を栽培予定とのことです。 

        １５番は湖陵町板津の土地です。所有者は高齢による労力不足であるた

め、申出地近隣の空家の購入者より取得希望が出ている土地です。こちら

については、６月７日に湖陵町の秦農業委員、大野推進委員、岸推進委員

及び隣接地区の板垣農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得

後は野菜等を栽培予定とのことです。 

        １６番は湖陵町板津の土地です。こちらは申出地隣接の宅地に居住し、

４０年以上前から所有者に代わり管理・耕作を行ってきた方より取得希望

が出ている土地です。こちらについては、６月７日に湖陵町の秦農業委員、

大野推進委員、岸推進委員及び隣接地区の板垣農業委員と事務局職員で現

地確認を行いました。取得後もこれまでと同様に野菜等を栽培予定とのこ

とです。 
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        １７番は湖陵町板津の土地です。所有者は高齢による労力不足であるた

め、申出地隣接農地の所有者より取得希望が出ている土地です。こちらに

ついては、６月７日に湖陵町の秦農業委員、大野推進委員、岸推進委員及

び隣接地区の板垣農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後

は野菜等を栽培予定とのことです。 

        １８番は湖陵町差海の土地です。所有者は県外在住により耕作不便であ

るため、空家となっている隣接宅地の購入者より取得希望が出ている土地

です。こちらについては、６月７日に湖陵町の秦農業委員、大野推進委員、

岸推進委員及び隣接地区の板垣農業委員と事務局職員で現地確認を行いま

した。取得後は野菜等を栽培予定とのことです。 

        １９番は斐川町学頭の土地です。所有者は高齢による労力不足であるた

め、近隣居住の方より取得希望が出ている土地です。こちらについては、

５月１７日に斐川町荘原地区の高橋農業委員、今岡推進委員及び隣接地区

の勝部農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後は野菜等を

栽培予定とのことです。 

        ２０番は斐川町神氷の土地です。所有者は高齢による労力不足であるた

め、申出地近隣に居住している方から取得希望が出ている土地です。こち

らについては、６月１７日に斐川町出西地区の竹内農業委員、樋野推進委

員及び保科推進委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後は野菜

等を栽培予定とのことです。 

        ２１番は斐川町求院の土地です。所有者は遠隔地に在住し耕作不便であ

るため、空家となっている隣接宅地の購入者より取得希望が出ている土地

です。 

        尚、こちらの取得希望者の方は外国籍をお持ちですが、申出に際して提

出された住民票により、在留資格が永住者であることを確認し、農地の権

利取得に支障がないことを確認しております。こちらについては、６月１

７日に斐川町出西地区の竹内農業委員、樋野推進委員及び保科推進委員と

事務局職員で現地確認を行いました。取得後は野菜等を栽培予定とのこと

です。 

     ２２番と２３番は関連があるため併せて説明します。こちらは斐川町併

川の土地です。もともとは、それぞれ隣り合っている、１筆の土地です。

所有者は高齢による労力不足であるため、それぞれ隣接宅地の居住者より

取得希望が出ている土地で、それに伴い分筆を行いました。こちらについ

ては、６月１７日に斐川町出西地区の竹内農業委員、樋野推進委員及び保

科推進委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後はそれぞれが野

菜等を栽培予定とのことです。 
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２４番と２５番につきましても、関連があるため併せて説明します。斐

川町直江の土地です。こちらも互いに隣接する土地になりますが、耕作の

利便性を図るため農地の交換をするものです。こちらについては、５月１

３日に斐川町直江地区の江角農業委員、上野推進委員及び隣接地区の久野

農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後はそれぞれ野菜等

を栽培予定とのことです。 

２６番は斐川町坂田の土地です。こちらは現在、２人の方が所有してい

る土地ですが、その内の１人の方へ持分を集約するものです。今回、土地

を譲り受けられる側の方は申出宅地に隣接居住されます。こちらについて

は、５月１３日に斐川町出東地区の勝部農業委員、安食推進委員及び隣接

地区の高橋農業委員と事務局職員で現地確認を行いました。取得後はこれ

までと同じように野菜等を栽培されます。 

個別事案の説明につきましては、以上になります。委員の皆さまにおか

れましては、農繁期のお忙しい中、現地確認にご協力いただき有難うござ

いました。 

それでは、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議  長    農業委員会の方から、補足説明は必要ですか。 

 

原 委 員    ３ページの知井宮町字東原の４５と６９９－７は同じ案件ですか。 

 

林 主事    ４５と６９９－７の案件ですが、４５の方は知井宮町４５番でした。 

６９９－７につきましては、知井宮町字東原６９９番７です。一覧にしま

して告示するのですが、告示の時はこのように字名を記載して告示します

ので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

議  長    こちらの地番が正確だということですか。 

 

林 主事    はい。そうです。 

 

高橋委員    先ほどの外国籍の方の件ですが、今後、私の担当で該当者が出てくる可

能性があるのですが、永住権の書類をもらうなどの決まりがありますでし

ょうか。 

 

林 主事    説明させていただきます。外国籍の方の農地取得ですが、まず日本に居

住されている外国籍の方にはそれぞれ在留資格というものがあります。 
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研修生の方、永住者の方、定住者の方と様々な理由で居住されている外

国籍の方がいらっしゃいます。 

        そのうち、在留外国人の方の中で農業ができる方は在留資格によって変

わってきます。まず、１つ目は投資や経営等の在留資格を有している方で

す。２つ目は、永住者の方、日本人の配偶者である方、もしくは永住者の

配偶者の方、定住者の在留資格を有している方に限られます。 

        それ以外の方ですと、在留資格に期限が定められている方なので農地法

第３条の許可要件であります、農作業従事要件を満たせません。 

今回の場合、取得希望者は永住資格をお持ちであるため、よほどの理由

がない場合に限り継続して農業に従事できると判断いたしました。 

大まかな説明にはなりましたが、以上です。 

 

高橋委員    在留資格が必要な場合は、農業委員会を通さないといけませんか。 

       それとも、別にそのような担当者の方がいらっしゃるのですか。 

 

林 主事    外国籍の方から申請があった場合は、通常時の申請に提出していただく

書類の他に住民票を追加して提出していただくことで在留資格を確認して

おり、条件を満たしているのかを判断しております。 

ですので、住民票以外で特別な資料の提出はありません。 

 

高橋委員    分かりました。 

 

議  長    他にございませんか。 

        こういったケースは今後増えると思います。 

 

江角委員    １３番、１５番の案件ですが、合計が１，０００㎡を超えるものです。

写真だけでは分かりづらいのですが、荒廃地予備軍の現場ではないかと思

います。 

        このような現場を、どれくらいお持ちで今後農地として活用していくの

が可能であるのか危惧しております。 

        これについて、担当の農業委員としての見解を教えてください。 

 

議  長    農業委員より補足説明をお願いします。 

 

持田委員    １３番の案件ですが、新たに農地を購入される方は愛知県在住の方です。 

        もともとの農地の所有者の自宅を購入され、定年後に農業に従事された
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いとう希望をお持ちで、多伎町に移住予定です。 

         イチジクを作っておられましたので荒れた感じに見えますが、木は撤

去してあり畑として活用していく旨聞いておりますし、もともとの所有

者の方も野菜を作っていらっしゃいましたので、直ぐに復元は可能であ

りきちんと耕作できると考えております。 

 

秦 会長     次に１５番です。宅地を購入された際、畑も一緒に耕作しませんか。

という場所ですが、農業委員の方が確認をされていますので問題無い案

件だと思います。 

        

議  長     そうしますと、議第１７１号農地法第３条第２項第５号による別段面

積（農地法施行規則第１７条第２項）について、承認される方の挙手を

求めます。 

 

議  長     挙手全員と認めます。 

         よって、議第１７１号は承認いたします。 

 

議  長     議案がすべて終わりましたが、議案全般につきまして何かご意見、ご

質問はございませんか。 

 

議  長     それでは以上で、本日の議事日程を全て終了いたしましたので、本会

を閉会いたします。 
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議長が、総会の閉会を宣する。 午後３時３０分 
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